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従前から実施していました電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として、住民

税非課税世帯に対し５万円を給付してきました。 

本給付金５万円の対象世帯として「家計急変世帯」もあげられており、本給付金を受給

されていない世帯において家計が急変した世帯に対して給付しております。下記の要件を

満たしている世帯の方がおりましたら、役場町民生活課までご相談ください。 

 

給 付 対 象 … 家計急変世帯（令和４年 1 月～12 月の間に予期せず収

入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」となった

世帯） 
  

 申請に必要な書類 … 収入の減少がわかるもの（給与明細、離職票、給与受取

口座の通帳等） 

         本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、保険証等） 

         振込先口座のわかるもの（通帳、キャッシュカード等） 
  

 そ の 他  … 給付の可否を判断する上で、収入の減少について聞き取り

を行う場合がございますので、予めご了承ください。 
 

給 付 金 額 … １世帯あたり ５万円 

 

申 請 期 限 … 令和５年 2月２８日（火） 

 

ご不明な点は、下記までお問合せください。 

 


